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新型コロナウイルスに関連した健康相談窓口について 
 

新型コロナウイルス感染症が５類感染症に位置づけられる令和５年５月８日以降、県及び 

岐阜市が設置する健康に関する相談窓口は下記のとおりです。 

 

記 

 

〇総合健康相談窓口（受診の相談、体調急変時の相談など） 

  ※電話番号は、令和５年５月７日以前の健康相談窓口（一般電話相談窓口）と同じです。 

 

〇保健所相談窓口 
 

令和５年５月２日（火）岐阜県発表資料 

担当課 担当係 担当者 電話番号 

感染症対策推進課 感染症対策監 居波 由紀子 
内線 3333 
直通 058-272-8860 
FA X 058-278-3550 

設置場所 電話番号 相談時間 

県庁（感染症対策推進課） ０５８－２７２－８８６０ 
毎日 

２４時間 

保健所名 電話番号 相談時間 

県保健所 

岐阜保健所 ０５８－３８０－３００４ 

平日 

９時００分から

１７時００分 

西濃保健所 ０５８４－７３－１１１１（内線４７２） 

関保健所 ０５７５－３３－４０１１（内線３７８） 

可茂保健所 ０５７４－２５－３１１１（内線２８８） 

東濃保健所 ０５７２－２３－１１１１（内線３８４） 

恵那保健所 ０５７３－２６－１１１１（内線２３１） 

飛騨保健所 ０５７７－３３－１１１１（内線３０９） 

岐阜市保健所 ０５８－２５２－０３９３ 

岐阜市 

保健センター 

中 ０５８－２１４－６６３０ 

南 ０５８－２７１－８０１０ 

北 ０５８－２３２－７６８１ 


